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令和 5年 11月 17

各団体の長 殿

日
′
頃より、庫生労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚く作,礼 申し上げます。

1

さて、政府におきましては、本年 6月 にF各]議決疋
~さ

れた「こども未来戦円各方針～次

元の異なる少子化封策の実現のための「こども未来戦‖各」の策定に向けて～」におい

て、持続的な成長を可能とする経済構造を構築する観点から「成長と分配の好循環」

(成長の果実が賃金に分配されてャーフテイネット等による暮らしの安心の下でそれ

が消費へとつながる)等の実現を目指すこととしています。

中小企業・小規模事業者も含め賃上げしやすい環境の整備に取り組むとともに、フ

ルタイム労働者だけではなく、短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させ

ていくためには、本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境が重要です。

そあ中で、社会保険料の負担がな
フ
い被扶養者の方について、一定以上の収入 (106

万円または 130万 円)と なった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当

がもらえなくなることによる手敗り収本の減少を理由として就業調整を行う、ぃわゆ

る「年収の壁」、への封応が急務となつています。   ~

rlのため、当面の村、として、9月 27日 に全世代型社会保障構築本部において、

(1)106万 円の壁への対応 (①キヤリアアンプ助成金のコーるの新設②社会保険

適用促進手当の標準報酬算定除外)

(?)130万 円の壁への姑応 (③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化).

(3)配偶者手当への姑応 (④企業の配偶者手当の見直し促進)   1
等を内容とする「年収σ)壁・支援強化パンケマジ」が決定され、①キャリアアップ助

歳企のコエスの新設及び④企業あ配偶者手当の見直し促進を含む各施策について(10

月 20日 から開始したところです。                      ′

貴職 (又 は貴団体)と におかれましては、この趣旨をご理解いただき、会員企業の皆

様に積極的にキャリアアップ助成金の活用や配偶者手当見直しの促進に取り組んで

いただけますよう、周知や働きかけをお願いいたします。

その際、適宜、キャリアアップ助成金の新しいコースをまとめたり‐フレント又はパ

ンフレット暢J添資料 1、 別添資料2参照)及び配偶者手当の見直しに係るジーフレ

ット(男 ll添資料3参照)を ご活用くださいますよう
′
お願いいたします。併せて、Webサ

イ ト「キ ヤ リアア ップ助 成金 (社 会保 険適用時処遇改善 コース」

(



ュ↓。u.httnl)において、括用及びイ足進に尚け、1積極的な周知 ,広報に取り組んでいますの

で、貴職 (又は貴団体)におかれましても、会員企業の皆様に向けて、同ページの周

知 。広報に御協力をいただきますようお願いいたしますと          
イ

なお、配偶者手当の収入要件イこちいては、ィ腫l珂の企業の判断になりますが、健康保

険ヽの被扶養者認定に連動する形で設定している場合、「③事業主●証明によ′る被扶養

者認定の円滑イヒ」を受けれ被ぶ養者認定の取扱いと同様になるものと考えられますの

で、その旨申し添えます。

愛知労働局長 阿部

〔   ^l


